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 第 1 章 災害時の動きと役割  
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【災害ボランティアセンター】とは 

 災害ボランティアセンターは、ボランティアの支援を必要とする被災者とボランテ

ィアをつなぐ機関である。災害ボランティア活動は、被災者の日常生活への復旧支援

を目的に展開される活動で、被災者が自主的に復旧・復興できない部分や行政が取組

むことのできない部分を支援するものである。ただし、復旧・復興の主役はあくまで

も地域住民であり、災害ボランティアセンターは地域住民の力を引き出すための自立

支援を行うものである。 
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ₒ ₓ 
被災者 

市ボランティア 

センター 

活 動 者  

 ・ボランティア登録者 

 ・ボランティア登録団体 

 ・関係機関 

 ・一般ボランティア（市内） 

  

ⱴ♇♅fi◓ 

 

ₒ ₓ 

被災者 

災害ボランティア

センター 
 

（運営スタッフ） 

・市社協職員 

・県社協職員 

・県内市町社協職員 

・市職員 

・関係機関 

・その他 

活 動 者 

 ・ボランティア登録者 

 ・ボランティア登録団体 

 ・関係機関 

 ・一般ボランティア（県内） 

 ・その他 

  

ⱴ♇♅fi◓ 

 

【市ボランティアセンター】 

 市ボランティアセンターは、市社会福祉協議会が市民の連帯意識の高揚とボラン

ティア活動・住民活動の自主的・協働的な推進を図ることを目的に災害時に限らず、

設置しているもので、ボランティア活動の振興に関する企画・開発や調査、調整な

どを行う。 
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ₒ ₓ 

被 災 者 

災害ボランティア

センター 
 

（運営スタッフ） 

・市社協職員 

・県社協職員 

・県内市町社協職員 

・市職員 

・関係機関 

・中国ブロック 

市町村社協職員 

・その他 

活 動 者 

 ・ボランティア登録者 

 ・ボランティア登録団体 

 ・関係機関 

 ・一般ボランティア（県内外） 

 ・その他 

  

ⱴ♇♅fi◓ 
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 │⁸ ⌐ ≠™≡⁸ ┘⌐ ─ ה ┘ ╩

⅛╠ ∆╢↓≤╩ ⌐₈ ₉╩ ⇔⁸ ⁸

⁸ ה ─ ⌐ ∫≡ ╩ ∆╢⁹ 

 Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃⁸│כ∕─ ─ ≤⇔≡₈ ₉─

⌐ ≠↑╠╣≡™╢⁹  

ₐ 27 2 ₑ╟╡  

    ủ    

    ủ ה    

        

        Ⱳꜝfi♥▫▪≤─  

 

 Ⱳꜝfi♥▫▪─  

  ┘  

ה     │ ⁸ ┘ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ

≤ ╩ ╡⌂⅜╠⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ╩ ⇔⁸Ⱳꜝfi♥▫▪─ ╩ ℮⅜⁸

∕─ ⌂ │ ─≤⅔╡≢№╢⁹ 

1 ⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ⁸ ☿fi♃כ ⌐ ∂≡⁸

≢ ∆╢ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ Ⱳꜝfi♥▫

▪ ⅜ ⌐ ∆╢ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ⁸ ≤─  

 2 ─☼כ♬  

  3 ┼─  

  4 ─ ⁸ ─ ה  

 

 Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ─  

   ⌐│⁸ ─≤⅔╡⁸Ⱳꜝfi♥▫▪ ╩ ⇔⁸ ⁸ 

┘⁸ ≤ ╩ ╡⌂⅜╠⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ╩ ⇔⁸  

⌂ ╩ ℮⁹ 

1 ─☼כ♬  

2 Ⱳꜝfi♥▫▪─ ┘  

3 Ⱳꜝfi♥▫▪─ⱴ♇♅fi◓ ┘ ⌂ ─  

  4 Ⱳꜝfi♥▫▪ ⌐ ⌂ ─  

  5 Ⱳꜝfi♥▫▪◖כ♦▫Ⱡכ♃כ─  

   Ⱳꜝfi♥▫▪◖כ♦▫Ⱡ⁸│≥כ♃כⱲꜝfi♥▫▪─ ≤ ⅜ ≤⇔≡™╢ 

   ╩ ⌐ ┘⁸ ⌂ ╩ ℮↓≤ ┘⌐Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ ╩ ℮ ≢№╢⁹  

 

 

5 Ⱳꜝfi♥▫▪◖כ♦▫Ⱡכ♃כ─  

     Ⱳꜝfi♥▫▪◖כ♦▫Ⱡ⁸│≥כ♃כⱲꜝfi♥▫▪─ ≤ ⅜ ≤⇔≡™

╢ ╩ ⌐ ┘⁸ ⌂ ╩ ℮↓≤ ┘⌐Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ ╩
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2  ─  

 Ⱳꜝfi♥▫▪≤─ ⌐≈™≡│⁸₈ ₉⌐ₐ ╛

⌐╟╢ ≢ ℮↓≤⅜≢⅝⌂™ ⌐≈™≡ Ⱳꜝfi♥▫▪≤─

╩≤╢↓≤⌐╟╡⁸ ╩ ⇔≡™ↄ⁹ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ

─ │⁸ ┘ ⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃

כ ─ ╩ ≡ ╘╢╙─≤∆╢⁹e ≤ ⇔≡№╢⁹ 

 

5.  ─ ⅝ 

│₈ Ⱳꜝfi♥▫▪ ⱴ♬ꜙ▪ꜟ₉  ⌐ ≠ 

™≡⁸ ─ ╩ ⅎ╢⁹ 

 

ᵑ ─√╘─  

ᵒ ─  

ה    ─  

ה    ─ ה ─  

ה    ⌐╟╡⁸ ≤⇔≡─  

ה    ─ ┘  

ה    Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ─  

ᵓ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─  

ה ⌐╟╢  

ה    ⌐⅔↑╢Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ ≤ ⁸ ∑  

ה  ≤─  

ה  ⌐│₈ Ⱡ♇♩꞉כ◒ ₉╩ ⇔√  

ᵔ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ⌐ ↑√  

ה    ─ ⌐≈™≡  

ה  ≤─  

ה ┼─  

6 Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ ─  

  7 ─ ⁸ ⁸  

  8 Ⱳꜝfi♥▫▪ ⌐ ℮ ⌐≈™≡─  

  9 Ⱳꜝfi♥▫▪ ─  

 10 Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ┘ ─ ╣ ⁸ ☿fi♃כ≤─  
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6.  ≤─ ⌐≈™≡ 

   Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ⅜ ─ ⌐☼כ♬⌂ ⇔⁸ ≢ ⌂ ⁸

╩ ╢√╘⌐│⁸ │╙≤╟╡⁸Ⱳꜝfi♥▫▪⁸ ⁸ ╩│∂

╘⁸ ₁⌂ ה ≤ ┘ ╩™∟ ↄ ⅝⁸∕╣∙╣─ ╩

⅛⇔√ ⌂ ─ ╩ ∫≡™ↄ↓≤⅜ ≢№╢⁹ 

 

 

⅜ ↕╣╢ 

ה  
↕╣╢  

Ⱳꜝfi♥▫▪ ה  
Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ∟ →⁸ ┘

─ ⁸ ╩ ℮⁹ 

 

 ─ ─☼כ♬┘ ╩ ℮⁹ 

Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ☻♃♇ⱨ≤⇔≡

ה ⁹╢∆  

 

☿fi♃כ ─ ╩ ℮⁹ 

─  

☿fi♃כ  
─ ╩ ℮⁹ 

ה  
─ ╣ ┘ ╩ ⅛⇔√

┼─ ╩ ℮⁹ 

ה ה  ─ ╩ ⅛⇔√ ╩ ℮⁹ 

 β  9Ɑכ☺ 4. ─ ⅝  

 β 10Ɑכ☺ 5. ─ ⅝  

ₒ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ₓ 

 ⌐ ≠↑╠╣⁸ ─ Ⱳꜝfi♥▫▪

╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ─℮ⅎ⁸ ─ ╩ ℮√╘ ↕╣╢⁹

─ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ─ ₁⌂ ╩ ™⁸ ─

≤ ╩ ⌐ ℮ ─ ╩ ℮⁹ 

【県災害ボランティアセンター本部】とは 

 県社協災害対策本部内に位置づけられ、被災地市町社協の災害ボランティア活動を

後方支援するとともに、職員派遣のうえ、運営等の支援を行うため設置される。各被

災地の市町災害ボランティアセンター間の様々な連絡調整を行い、県全体の状況把握

と情報発信を統括的に行う総合窓口の役割を担う。 
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 第 2 章 災害ボランティアセンターの設置  

 

1.   
  Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ⌐≈™≡⁸ ⌂ ⅝╩ ∆╢⁹ 

 

  1ʟ ὡ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β 1 8 │ ─ ⌐ ⇔≡™╢ 

 
 

VC  

Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ⁸  

ה  ─  

─  ─  

≤─  

─  

┼  

⁸Ⱳꜝfi♥▫▪ ┼  

ה

Ⱳꜝ

 

( ) ─  

β ה  

─  

 

─ ⅝ 

Ⱳꜝfi♥▫▪ ─  ─  ☿fi♃כ  

─  

↑ ♅ꜝ◦─ ה  

╛ ─  

◗Ⱶ─ ╛ ↑  

↑ ⁸Ⱡ♇♩  

 

ה  

כ♃fi☿ה  

ה  

 

2 3  
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1  Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ  

 ⁸ ┘ ≤ ⇔⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ─ ╩

℮⁹ 

 

2  ─  

 ₈ ₉─ ⅜ ≈─ ≤⌂╢⅜⁸ ⁸ ┘ ≤

⇔⁸ ⌂ ⅜ ╘╠╣╢⁹ 

   

3   

 Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ─ ≢⁸ ∆╢ ─ ⅜ ≢

№╢⁹∕─ ⁸≢⅝╢∞↑ ⌐ ™ ╛ ─ ⅜№

╢ ⅜ ⅎ╠╣╢⅜⁸ ⌐╟ↄ ╠╣≡™╢ ⅜ ╕⇔™⁹ 

 ⅜ ⌐ ┬ │⁸ ☿fi♃כ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ⌐

∂≡ ⌐ ☿fi♃כ╩ ∆╢↓≤╙ ⅎ╠╣╢⁹ 

 

 1 ὡ ḹ ͈̏  

 

 

 

 

ẽ ⅜ ↓╢ ⌂ ≢│⌂™⅛ 

ה   ∞↑≢⌂ↄ⁸ ─ ╩ ∆╢↓≤⅜ ⁹ 

ẽ ⌂ ☻Ɑכ☻⅜№╢⅛ 

ה   ─ ⌐╟╢⅜⁸ ─Ⱳꜝfi♥▫▪⅜ ≢ ∆╢↓≤⅜ ↕

╣╢⁹ ↄ⌐ ╩ ∆╢↓≤⅜ ⇔ↄ⁸ ─ ⌐ ∆╢

│⁸ Ᵽ☻─Ⱨ☻♩fi ─ ⅜ ⁹ 

ẽ ♩▬꜠⅜ ≢⅝╢⅛ 

ה   ≢⅝⌂™ │ ♩▬꜠╩ ∆╢↓≤⌐⌂╢⁹ 

ẽ ⌐ ⅜ ⅛ 

ה   ⅛╠ ╛∆ↄ⁸ ⅝╛∆ↄ⌂╢⁹ 

ẽ ╛ FAX─ ⁸ │№╢⅛ 

ẽ ⅜ ≢⅝╢⅛ 

כⱧ◖ה   ─ ⅜ ≢⅝╢↓≤≢⁸ ─ ╩ ≢

⅝╢ⱷꜞ♇♩⅜№╢⁹ 

ẽ ▪◒☿☻⅜ ↄ⁸ ⅛╡╛∆™ ⌐№╢⅛ 

ה   ⅛╠╛∫≡ ╢Ⱳꜝfi♥▫▪⌐╙ ⅛╡╛∆™ ⅜ ╕⇔™

⅜⁸ ⌂ ⅜ ™ │⁸ ╩ ∆╢⌂≥─ ⅜ ⁹ 

ẽ │ ⌂™⅛⁸ ─ ╙ ⅛ 

ה   ⌐ ☻♃♇ⱨ ╛ ─ ╦╣╢↓≤╙ ↕╣╢√ 

╘⁸≢⅝╢∞↑ ─ ⌂™≤↓╤⅜ ╕⇔™⁹ 
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4  ≤  

 │ ⁸ ┘ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ

≤ ╩ ╡⌂⅜╠⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ╩ ∆╢⅜⁸ ⌂

│ ⅜ ╩ ℮↓≤⌐⌂╢⁹ 

 ⇔⅛⇔⌂⅜╠⁸ ⌐ ⅎ≡─ ≤⌂╢√╘⁸ ↄ─ ╩ Ⱳꜝfi

♥▫▪☿fi♃כ ⌐ ∆╢↓≤│ ≢№╢⁹∕↓≢⁸ ╛

⌐ ╩ ∆╢↓≤⌐⌂╢⅜⁸◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi ⌐╟╡ ⅜

↕╣╢↓≤⅛╠⁸ ⌐ ╩ ⇔⁸ ╩ ∆╢≤≤╙⌐⁸☻

♃♇ⱨ ╩ ⇔⁸ ╩ ╢↓≤⅜ ≢№╢⁹ 

 

5  Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ─  

 Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ╩ ∆╢⌐№√╡⁸∕─ ╩ ∆╢ⱷfiⱣכ

⅜ ⇔≡⅔ↄ↓≤≢⁸ ─ ─ ╙ ≤⌂╢⁹ 

 ⌐│⁸ ─ ─ ⅜ ↕╣⁸∕╣ ─ │∕─ ─

≤⌂╢⁹√∞⇔⁸ ∞↑≢⌂ↄ⁸ ─ ⌐╟∫≡ ╩

∆╢↓≤⅜ ≢№╢⁹ 

 

 2ʟ ԍѸ Ҳ Ϯϼ ̬  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ⌐ ⌂ⱥ♩ה⸗ⱡה◌Ⱡ 

 Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ה ∞↑≢⌂ↄ⁸Ⱳꜝfi♥▫▪

─ ⌂ ╩ ∆╢ 

 

ᵑ ₈ⱥ♩₉ 

  Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ╩ ∆╢☻♃♇ⱨ ⅜ ≤⌂╢⅜⁸₈ 4

≤ ₉≢ ⇔√╟℮⌐⁸ ⌐ ╛ ⌐ ╩

∆╢↓≤≢ ↕╣╢⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   β ∞↑≢⌂ↄ ─ ⌐╟╡ ╩ ∆╢⁹ 

生
活
空
間
の
確
保 

（
食
事
や
寝
場
所
等
の
確
保
） 

居
室
以
外
の
部
分
の
復
旧 

（
倉
庫
や
庭
の
畑
等
生
活
空
間
外
） 

地
域
の
共
用
部
分
の
復
旧 

（
用
水
路
や
ゴ
ミ
置
き
場
等
） 

住
居
地
以
外
の 

部
分
の
復
旧 

 

（
用
水
路
や
ゴ
ミ
置
き
場

等
） 
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ᵒ ₈⸗ⱡ₉ 

 ⇔≡⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ⌐ ⌂ ≤

⌐ ⌂ ⌐ ↕╣╢⁹ 

2 ὡ ⱳ ͈  

  

ẽ  

ẽ ⁸FAX⁸  

ẽ▬fi♃כⱠ♇♩  

ẽ ─♀fiꜞfi  

ẽⱤ♁◖fi 

ẽⱪꜞfi♃כ 

ẽ◖Ⱨכ  

ẽ♦☺♃ꜟ◌ⱷꜝ 

ẽ  

ẽ  

ẽⱴ☺♇◒  

ẽ♥כⱪ  

ẽ  

ẽ∕─ ⁸℮⅜™  

 

ẽ☻◖♇ⱪ ⁸  

ẽ☺ꜛ꜠fi 

ẽⱩꜞ◐Ᵽ◔♠ 

ẽ≡╖ 

ẽ  

ẽ  

ẽⱩꜟכ◦כ♩ 

ẽ╒℮⅝⁸ ╓℮⅝⁸♅ꜞ♩ꜞ 

ẽ♦♇◐Ⱪꜝ◦ 

ẽ  

ẽ  

ẽⱱכ☻ 

ẽ ⁸♃○ꜟ 

ẽ ♩ꜝ♇◒  

ẽ∕─  

 

     ∕─ ⁸ ⅜ Ⱳꜝfi♥▫▪ ╩ ∆╢☻♩♇◒

╩♪כꜘ 5ﬞ ⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⌐ ⇔≡

⅔╡⁸ ⌐⅔™≡│⁸ ─ ⌐№╡⁸

⅜ ⇔≡™╢⁹ ( ) ꜞ☻♩│ 52Ɑכ☺  

 ╕√⁸ ⌐│∕╣∙╣ 3─ ⅜ ↕╣≡™╢⁹ 

 

3 ⁸ Ӳֺ ᶅ  

       

 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 

כꜝכ♁  1 1 1 1 1 

⅝ ⇔  1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 כ◌ꜘꜞ

 1 1 1 1 1 

┌╪∂╜℮ 10 10 10 10 10 
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ᵓ ₈◌Ⱡ₉ 

 Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃⁸│≢כ ╛ ─ ⁸

⌂≥─ ⅜ ≤⌂╢√╘⁸ ─ ⅜ ≢№╢⅜⁸

⌐≈™≡ ⌐ ≤ ⇔≡⅔ↄ↓≤⅜ ╕⇔™⁹ 

 ╕√⁸₈ ₉⅜ ↕╣╣┌⁸ ─₈ ₉

╩ ⇔≡⁸ ⌐ ™⌐╟╡ ╩ ⌐ ╩ ↑╢↓≤⅜

≢⅝╢ ™ ⁹ 

⌂⅔⁸ ─ ⌐ ∂≡ ≢ ╩ ↑╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

₈ ₉⅜ ↕╣⌂™ │⁸ ─₈

₉⌐╟╡⁸ ╩ ⌐ ╩ ↑╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 

↕╠⌐⁸ ⌐ ∂≡⁸ ╩ ⇔ ↄ ╩ ∆╢↓≤╙ ⅎ╠

╣╢─≢⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ╩ ╦∑≡ ∆╢≤ ≢

№╢⁹ 

 

7  Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ  

 Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ⌐≈™≡─ │⁸ ↑─╙─≤

⌐ ↑√╙─⅜№╢⁹ 

 

4 ⅎḸ  

 ↑ ↑ 

  
☼כ♬  ─ ╩

⇔⁸ ⌂ ╩ ∆√╘ 

 Ⱳꜝfi♥▫▪─

╛ ─ ╩ ╢√╘ 

  

◦ꜝ♅ה ⁸  

ה ⁸ ⁸ ה

⁸ ⌐╟╢ ◖

Ⱶ 

ה ⁸  

ה  

♩♇Ⱡכ♃fi▬ה ⱱכⱶⱭכ

☺⁸ⱨ▼▬☻Ⱪ♇◒  

    β ↑─Ⱳꜝfi♥▫▪ ⌐≈™≡│⁸ ⁸ ╩

⌐ ⇔⁸ ─ ⌂≥─ ╙ ∆╢↓≤⁹ 

 

8  ≤─  

 Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ⌐№√∫≡│⁸ №╠╝╢ ≢

╛ ≤─ ⅜ ≢№╢⁹╕√⁸ ⅛╠─ ╙ ↕╣

╢↓≤⅛╠⁸ ╛ ─ ™ ╦∑ ╛ ╩ ⌐ ⇔≡⅔ↄ↓≤⅜

≤⌂╢⁹ 
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 第 3 章 災害ボランティアセンターの運営  

 

1.  Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─  

  Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ │⁸ ─ ╛ ☻♃♇ⱨ─ ⁸

≡∫╟⌐☼כ♬─╠⅛ ∆╢⁹↓↓≢│⁸ ☻♃♇ⱨ─ ⌂™ ≤☻♃

♇ⱨ⅜ ⅎ╢ ─ ╩ ∆⁹ 

 

1ʟ ὡ ̱ ᶫ ѧ  

 

 
☿fi♃כ  

Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪ 
 

 
 

 

ⱴ

♅
fi
◓
 ה

╡

⇔

 

 
 

 

 
 

 

ủ

Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪
☿
fi
♃

─

 

ủ

ה

ה

 
 

ủ
♬

☼

ה
♬

☼

 

ủ
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪

 

ủ

≤
─

 

ủ

ה

 

ủ

─

 

 
 

ה

↑

⇔
ה

↑

╡

 

ủ
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪
─
ⱴ

♅
fi
◓ 

ủ
♬

☼

⌐

≠
ↄ

─

 

ủ
ꜞ

♄

─

≤

─

 

ủ

─

≤
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪
─

╡

⇔ 

ủ
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪
─

 

 
 

Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪

 

ủ
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪

─

 

ủ

⌂
☻
◐
ꜟ
╩
╙

√
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪
─

 

☿fi♃כ ☿fi♃כ ─  
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2ʟ ὡ ̱ ᶫ Ϲὕ  

 

 

ה
Ⱡ

♩

 

Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪ 
 

 
 

 

ⱴ

♅
fi
◓
 ה

╡

⇔

 

 
 

 

 
 

 

ה

  

 

♬

☼

 

  

 
 

 

ủ
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪
─

 
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪

 

ủ
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪

─

 

ủ

⌂
☻
◐
ꜟ
╩
╙

√
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪
─

 

ủ
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪
─
ⱴ

♅
fi
◓ 
ủ
♬

☼

⌐

≠
ↄ

─

 

ủ
ꜞ

♄

─

≤

─
 

ủ
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪
─

╡

⇔ 

ủ

─
 

ה

↑

⇔
ה

↑

╡

 

ủ
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪
─

 

ủ

─

 

₃

ה

─

 

₃
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪
┼
─

 
ủ

─

 

ủ
◦

♩
ꜟ
Ᵽ
☻
─

 

ủ

─

╣
ה

ה

↑ 

ủ
♬

☼

 

₃
♬

☼

 

ủ
♬

☼

 

ủ

─

ה

 

ủ

Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪
☿
fi
♃

─

 

ủ

≤
─

 

ủ

 

ủ

ה

ה

 
 

ủ

─

 

ủ
Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪

 

ủ

─

 

ủ
ⱴ
☻
◖
Ⱶ

☿
fi
♃

≤

 

ủ

ה

 
 

(

ủ
♬

☼

 

ủ
♬

☼

 

ủ
♬

☼

 

ủ

─

ה

) 

 
 

 
 

ủ
☿
fi
♃

─

Ⱳ
ꜝ
fi
♥

▪

 
 

ủ
ⱱ

ⱶ
Ɑ

☺
╛
ⱨ

▬
☻
Ⱪ

◒

⌐
╟
╢

 

☿fi♃כ  

☿fi♃כ ☿fi♃כ ─  

Ⱳꜝfi♥▫▪   

   │ ⌐ ∂≡ ∆╢ ≢№╢⅜⁸ ─ ╛ ☻♃♇ⱨ─ ╩ ⇔≡ 

⌐ ╩ ∆╢⁹ 

β ☻♃♇ⱨ─

⌐╟∫≡

─ ה

╩ ∆╢ 
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2.  Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ꜠▬▪►♩  

1  ⌐⅔↑╢  

 Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ╛ ⌐╟∫≡ ⌂╢⅜⁸ ╛

⌂≥─ │⁸Ⱳꜝfi♥▫▪─ ≢⁸ ⅛╡╛∆ↄ ⅝╛∆™↓≤⅜

≢№╢⁹╕√⁸ ≢ ↄ─Ⱳꜝfi♥▫▪⅜ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ⇔≡

⅔ↄ↓≤⅜ ≢№╢⁹ 

1  

 

 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   β ⌂ ╩ ⇔≡™╢⅜⁸ ─ ⌐╟∫≡ ⌂╢⁹ 

   

Ⱳꜝfi♥▫▪

  

ה ⌐ ↄ─Ⱳꜝfi♥▫▪⅜ ⇔≡╙ ⇔⌂™ ─☻

Ɑכ☻╩ ∆╢ 

Ⱳꜝfi♥▫▪

 

ה ⅜ ≢⅝╢☻Ɑכ☻⅜  

ה ⅜ ↄ⌐№╢≤╟™ 

ⱴ♇♅fi◓ 
ה ─ ≢⁸ ╛ ╩ ≢⅝╢☻Ɑכ

☻⅜  

  

ה ─ ⅜ ≢⅝╢☻Ɑכ☻⅜  

ה ⌐ ≢⅝╢≤╟™ 

ה  

ה ⅜ ╕⇔™⅜⁸ ⇔↑╣┌ⱤⱠꜟ ≢ ╢ 

ה ™╛℮⅜™│ ⌐ ∆╢ ⌂─≢⁸ ⅜

╟™ 
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3.  Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ 1 ─ ╣ 

    Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ │≤≡╙ ↄ⁸Ⱳꜝfi♥▫▪ ╙⁸☻♃ 

♇ⱨ ╛ ─ ≢ ↄ╕≢ ╩ ℮↓≤⅜ ↄ⁸ ☻♃♇ⱨ─  

⅜ ≢№╢⁹ ─ ╣╩ ⇔⌂⅜╠⁸≤╣╢≤⅝⌐ ╩≤╢↓≤⅜ ≢ 

№╢⁹ 

 

2 ὡ ᵣ ʝ ͈  

 Ⱳꜝfi♥▫▪   

7 30  ủ ⁸  

8 00  ủ Ⱶכ♥▫fi◓ 

8 30  ủⱲꜝfi♥▫▪  

ủⱴ♇♅fi◓⁸

⁸ ╡ ⇔ 

 

ủ♬כ☼  

ủⱲꜝfi♥▫▪ ∑  

ủ ≤─  

ủ  

ủ∕─  14 00  ủⱲꜝfi♥▫▪  

15 00  ủⱲꜝfi♥▫▪  

ủ ⅎ⁸  

ủ  

ủⱲꜝfi♥▫▪ ╡ 

16 30  ủ  

ủ ─ ה  

ủ  

ủ♬כ☼  

ủ ≤─  

ủ  

ủ∕─  

17 30   ủ☻♃♇ⱨ  

ủ  

ה  ─  

ה  ─ ⁸ ≠⅝ 

ה   

ה   

ה  ─  

─⧵ה    

ủ  
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4.  ☻♃♇ⱨ─  

     ☻♃♇ⱨ│⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ⅜ ╩ ∆╢↓≤╩ ⌐

↕╣≡™╢↓≤╩ ⌐ ⇔⌂⅜╠⁸ ≤Ⱳꜝfi♥▫▪╩≈⌂← ╩ ℮↓≤

⅜ ≢№╢⁹╕√⁸Ⱳꜝfi♥▫▪⅜ ∟╟ↄ ≢⅝╢╟℮⁸ ₁⌂ ≢

∆╢↓≤⅜ ╘╠╣╢⁹ 

    │⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ─ ⅛╠ ☻♃♇ⱨ─ ≤

⅜☻כ◔╢⌂ ↄ⁸∕─ ≤ ⌐╟╡ ╩ ∆↓≤╙ ⅎ╠╣╢⁹☿fi♃

─כ ⅜ ↕╣╢ │⁸ ─ ⌐╟╢ ☻♃♇ⱨ⌐ ╠∏⁸

≤ ╦╡─ ™Ⱳꜝfi♥▫▪╛ ⁸ ⁸ ה ⁸

╩☻♃♇ⱨ⌐ ⅎ ╣╢⌂≥⁸ ─⌂™ ╩ ∆╢ ⅜№╢⁹ 
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5.  ☿fi♃כ ≤∕─  

Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ≤⇔≡☿fi♃כ ╩ ⅝⁸ ─

⅜☿fi♃כ ≤⌂╢⁹ ⌐╟╡ ⅜☿fi♃כ ⌐⌂╣⌂™ │⁸

⅜☿fi♃כ ╩ ∆╢⁹☿fi♃כ │ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ╛

⅝╩ ⌐ ⇔⁸ ☻♃♇ⱨ⌂≥⅛╠─ ⌐ ∂╢⁹╕√⁸ⱴ☻◖Ⱶ ╛☻♃

♇ⱨ ╩ ⇔≡⁸ ה ─ ╩≤╢ ╩ ℮⁹ 

╕√⁸☿fi♃כ ╩ ∆╢√╘⁸ ☿fi♃כ ╩ ↄ⁹ ☿fi♃כ │☿

fi♃כ ⅜ ⇔⁸☿fi♃כ ⅜ ─ │ ╩ ∆╢⁹ 

 

3 ҇ ☻Ҋ  

 

 ╛ⱳ▬fi♩ 

   

ᵑ ⌐☿fi♃כ  

☿fi♃כ⅜ ⌐ ↕╣╢╟℮⁸ ─ ⌐≈≤╘⁸ ⅛╠─

⁸☻♃♇ⱨ─ ╩ ℮⁹ 

 

ᵒ ╛ ≤─  

 ⁸ ≤ ╩ ℮⁹ 

 

ᵓ ⱴ☻◖Ⱶ  

 ─ ╛Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ ⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ

─ ⅝ ⁸ⱴ☻◖Ⱶ │ ≤⌂╢↓≤⅛╠⁸ │ ⅜

≢№╢⁹∕─√╘⁸ ☿fi♃כ ≢ ╩╙∫≡ ∆╢↓≤≤

⇔⁸ ⌐╟∫≡│ כ♄כꜞ─ ⌐ ╩ ∆╢⁹ 

 

ᵔ ∕─  

 ─☻♃♇ⱨ ╩ ⇔≡⁸☻♃♇ⱨ ─ ╩ ╡⁸

ה ⌐ ╘╢⁹ 

 

 ☿fi♃כ ─ │ ⌂╙─⅜ ™√╘ ─ ⌐ ∆╢⁹ 

 

ủ ⌐ ╩ ╠⅛⌐∆╢⁹ №╕╡ ⅛⌂™  

 

ủ ╩ ∂≡⁸ ─ ╩ ⌐ ⇔≡⅔ↄ⁹ 

 

ủ ⌐ ╩ √∏⁸ ⌂ ≢ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ╩

∑╢╟℮⌐⇔≡⅔ↄ⁹ 
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6.  ─  

1  Ⱳꜝfi♥▫▪ ─  

ᵑⱲꜝfi♥▫▪  

4 ֞̂ ☻Ҋ  

 ╛ⱳ▬fi♩ 

 

登録票   ẽⱲꜝfi♥▫▪   

      ẽⱲꜝfi♥▫▪     

名 札   ẽ ●ⱶ♥כⱪ Ⱳꜝfi♥▫▪ ⁸☻♃♇ⱨ ≢ ↑  

      ẽ   ẽⱲכꜟⱭfi  ẽ ⱴ☺♇◒ 

保 険   ẽⱲꜝfi♥▫▪ ⁸ ⁸♪כ◌  

掲示物   ẽ  ẽ  ẽ∕─  

  

  

 

ᵑ ⌐ ₡ ₢⇔≡╙╠℮ 

ה ∆ ⁸ ∆╢ ⁸ ╢ ⁸ ╩  

ᵒⱲꜝfi♥▫▪ ─  

ה   ─ │ ⅝╩ ℮ 

ᵓ ≠ↄ╡ 

ה   ●ⱶ♥כⱪ⌐◌♃◌♫≢ ╩ ⇔≡╙╠™⁸ ╛ ─ ╛∆

™≤↓╤⌐ ∫≡╙╠℮⁹ 

ᵓ ⌐ ≤ ╩  

ה ⌐◌♃◌♫≢ⱨꜟⱠכⱶ≤ ─ ╩ ⇔≡╙╠™⁸

⅜ ☼כ♬⁸╡╕ ⌐ ╡≈↑╢╕≢⁸ ≢ ∫≡⅔™≡╙

╠℮⁹ 

ᵔ ⌐ ∆╢ 

ᵕⱲꜝfi♥▫▪ ─  

 

≪ 活 動 終 了 後 ≫ 

ᵖ ╩ ⅎ≡ ∫≡⅝√Ⱳꜝfi♥▫▪┼─  

ה   ≤⌡⅞╠™─ ≢ ⅎ⁸ ⌐│₈ Ⱳꜝfi♥▫▪

₉╩ ∆⁹ 

ה   ◓ⱴ♇♅fi╩כ♄כꜞ╘√─ ⌐ ∆╢⁹ 

ה   ⅜™╣┌⁸ ⌐≈⌂←⁹ 

 

ủ ⌐Ⱳꜝfi♥▫▪≤ ∆╢ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ≤⇔≡⁸

≢ ╟ↄ ⇔⁸ ╢™ ≠ↄ╡╩ ⅜↑╢⁹ 

ủ ∞↑⌐≤╠╦╣∏⁸≥╪⌂ ╩ ∫√Ⱳꜝfi♥▫▪⌂─

⅛⁸ ∟ ╖ ⅜№╢─⅛ ╩ ≢◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi╩≤╡

⌂⅜╠ ∆╢↓≤╙ ≢№╢⁹ 
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ủ ⌐ ∂≡ ⇔⁸ ⌐≈⅝╛∆™≤↓╤⌐ ∆╢  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ủ  

  ─ ™ ╦∑⌐ ≢⅝╢╟℮⁸ ≢ ⇔≡╙╠∫√ ╩╙≤⌐⁸ 

⇔≡⅔ↄ≤ ≢№╢⁹ 

 

    

 

 

      

 

       

 

       

 

       

 

受

付 

ガ
ム
テ
ー
プ
に 

カ
タ
カ
ナ
で
苗
字

を
記
入
し
て
、 

貼
っ
て
く
だ
さ
い
。 

く
だ
さ
い
。 

付
箋
紙
に
カ
タ
カ
ナ
で

フ
ル
ネ
ー
ム
と
携
帯
電

話
の
番
号
を
記
入
し

て
、
お
持
ち
く
だ
さ
い
。 

 

登
録
票 

提
出
場
所 

 

団
体
（
５
人
以
上
）

の
受
付
は
代
表
者

の
み
登
録
票
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
本
日
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
受
付
は

終
了
し
ま
し
た
。 

 

 

待
機
所 

 

ト イ レ 
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ᵒⱴ♇♅fi◓ה ╡ ⇔  

5 ї ☻Ҋ  

 ╛ⱳ▬fi♩ 

 

ニーズ票掲示  ẽⱤⱠꜟ⁸ⱱ꞉▬♩Ⱳכ♪ ẽ♬כ☼

説 明 用 資 料  ẽ  

ẽ כ♄כꜞ   

        ẽ ⇔╟℮ Ⱳꜝfi♥▫▪  

掲 示 物  ẽ ⁸  

事 務 用 品    ẽ ⱡכ♩ ẽⱴ☺♇◒ ẽ  

 そ の 他  ẽ  ẽ  ẽ  ẽ∕─  

  

  

 

ᵑ♬כ☼ ╩╙≤⌐ ⌐ ⌂Ⱳꜝfi♥▫▪ ╩ ⇔⁸ ⇔≡™╢ 

Ⱳꜝfi♥▫▪⌐ ╩⅛↑╢⁹ 

ᵒ ╕∫√Ⱳꜝfi♥▫▪─ ⅛╠⁸ ╩ ╩כ♄כꜞ⌐ ╘╢⁹ 

ᵓⱲꜝfi♥▫▪⅛╠ ↕╣√ ╩ ↑ ☼כ♬⁸╡ ⌐ ╡≈↑╢⁹ 

ᵔꜞכ♄כ⌐ ╩ ⇔⁸ ⌐ ╛ ╩ ∆╢⁹ 

☼כ♬₈ה   ⇔ ₉⁸₈ ₉⁸₈ כ♄כꜞ ₉⁸₈ ⇔╟

℮ Ⱳꜝfi♥▫▪ ₉╩ ⇔⁸ ⌐ ╛ ╩

⇔⁸ ╩ ↑╢⁹ 

ᵕ ⅜ ⌂ │⁸ ╡ ╩ ∆╢⁹ 

ᵖ ┼─ ⁸ ⌐≈™≡ ⇔⁸ ⌐ ∂≡ ┼ ∆╢⁹ 

 

≪ 活 動 終 了 後 ≫ 

ᵗꜞכ♄כ⅛╠ ╩ ⇔≡╙╠™⁸ ╩ ↑╢⁹ 

ᵘⱲꜝfi♥▫▪─ ╛◔● ╩ ⇔⁸ ⌐ ∂≡ ┼≈⌂←⁹ 

ᵙⱲꜝfi♥▫▪♬כ☼ ⌐ ╡≈↑√ ╩ ⇔⁸ ≢ ╩ 

≤∫≡╙╠℮⁹ 

 

ủ ─ ⌐Ⱳꜝfi♥▫▪─ ⅜№╢↓≤╩ ⇔⁸ ⌐ ∆╢⁹ 

ủ ╩ ∆╢⌂≥⇔≡⁸ ⅜╟ↄ ↓ⅎ╢╟℮ ∆╢⁹ 

ủ₈ ⇔╟℮ Ⱳꜝfi♥▫▪ ₉╩ ⌐ ⇔√╡⁸ ⇔≡

∆╢⌂≥⇔≡⁸ ∏ ╩ ⇔≡╙╠℮╟℮ ∆⁹ 

ủ♬כ☼ ≤ ╩ ╡⁸ ─ ⅜№╢ │ ⇔⁸ ╛

╩ ∆╢⁹ 

ủⱲꜝfi♥▫▪ ⅜₈ ₉≢ ↕╣√ ☼כ♬⁸╙ ≤

⇔⁸ ┼ ∆╢↓≤⅜ ╕⇔™⁹ 

ủ ─ ☼כ♬≢ ⅜ ≢⅝╣┌⁸ ⁸ ⁸ ⁸

─ ╩ ⇔≡⅔ↄ≤☻ⱶכ☼⌐ⱴ♇♅fi◓≢⅝╢⁹ 

ủ ↄ≢ ≢⅝╢♩▬꜠ ╛ ╩ ⇔≡⅔ↄ⁹ 
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Ἑ כ♄כꜞ) )Ἑ 
１．参加者の持ち物を確認してください。 

（軍手、マスク、長靴、タオル等） 
 

２．必要なスコップ等の道具は，持っていく前に必ず数を確認し、

確実に返還してください。 
 

３．昼食・飲み物は各自で用意してください。 
（住民の方から申し出があった場合は、基本的にはお断りしてください。） 

 

４．現場に到着した際は、 

「下関市災害ボランティアセンターから来ました○○です」 

と挨拶しましょう。 
 

５．現場での活動を開始するときには、依頼者に活動内容（依頼内

容）と活動時間を確認して仲間に伝えてください。 
 

６．グループの仲間全員の体調に注意し、活動は３０～４０分で 

区切り、みんなで１０～２０分間の休憩を取りましょう。 

（水分補給を忘れずに！） 
 

７．被災した気持ちが少しでも和らぐように、できるだけ声かけを

しましょう。 
 

８．困りゴトが発生した場合は、必ず災害ボランティアセンター 

本部へ連絡をお願いします。（083 －△△△－△△△△） 
 

９．現場での活動を終了するときには、相手の方にその旨を伝え

て、参加者の人数と道具の数を確認してセンターへ帰ってきて

ください。 
 

10 ．最後に、リーダーの方のみボランティア活動報告を記入し、 

ご提出ください。 

 

 

⌐ ∆╢ │⁸ ẼẼẼ ỏỏỏỏ 

ὄЋ ʝ β∆ ʝ 

下関市災害ボランティアセンター 
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⇔╟℮ Ⱳꜝfi♥▫▪  

≪ 活 動 の 前 に ≫ 

ừ │ ≢∆⅛ ╩⇔⌂™≢ↄ∞↕™⁹ 

ừ ─ ∟ ╩ ⇔╕⇔╞℮⁹ ⁸ⱴ☻◒⁸ ⁸♃○ꜟ⁸ ה ⌂≥  

ừ ─ ╩ ⇔╕⇔╞℮⁹ ≢╙◔●╩ ← ⁸ ☼Ⱳfi⅜╟™⁹ 

≪ 活 動 場 所 に つ い た ら ≫ 

ừꜞכ♄כ⌐ ™≡₈ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ⅛╠ ╕⇔√ủủ≢∆₉≤ ⇔

╕⇔╞℮⁹ 

ừꜞכ♄כ⌐ ─ ╩⇔≡ↄ∞↕™⁹ ꜞכ♄כ│ ⌐ ⇔╕∆⁹  

 

下関市災害ボランティアセンター 
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≪ 活 動 上 の 注 意 ≫ 

ừ ⌐│ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ⌂ ╛ ⌂ ≢─ │ ∫≡ↄ∞↕

™⁹ ≢⁸☿fi♃כ┼ ⇔≡ↄ∞↕™  

ừ◔●╩⇔√≤⅝⁸ ⅜ ⌐כ♄כꜞ│⅝≥™ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ꜞכ♄כ│☿fi♃כ

┼ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

ừ ⁸ ה ┼─⅔ ™│ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

ừ ≢ ⌐ ≥כ♄כꜞ⁸│⅝≥╢ ⇔⁸ ⌐ ∂≡☿fi♃כ ┼

⇔≡ↄ∞↕™⁹  

ừ₈◗Ⱶ₉≤ ∆╢ ⌐ ≡≡╟™⅛⁸ ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ừ ⌐╟∫≡ ⇔√◗Ⱶ│⁸ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

ừ ─ ∟⌐ ⇔⌂⅜╠⁸ ↑╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

ừⱲꜝfi♥▫▪ ╙ ╩⅛↑ ∫≡ ⇔╕⇔╞℮⁹ 

ừ ╩ ⇔≡⌂™ │⁸ ┼─ ≢ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 ─ ─ ⅛╠ ⇔ ⅜№∫√ │⁸ ⌐│⅔ ╡⇔≡ↄ∞↕™⁹  

ừ ≢ ╡ⅎ√ⱪꜝ▬Ᵽ◦כ│ ∏ ╡╕⇔╞℮⁹ 

 

≪ 活 動 が 終 わ っ た ら ≫ 

ừꜞכ♄כ│ ⌐ ─ ╩⅔ ™⇔⁸ ─ ╩ ↕╣╢⅛≥

℮⅛╩⁸ ╩⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ừⱷfiⱣכ ≢ ╩⇔≡ ↕™⁹ 

ừ ⇔√ ─ ╛ ╩ ⇔⁸ ≢№╣┌ ∫≡ ↕™⁹ 

 

≪ セ ン タ ー に 戻 っ た ら ≫ 

ừ╕∏│⁸ ™⁸℮⅜™╩⇔∫⅛╡ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

ừ◔●╩⇔√ │⁸☿fi♃כ⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ừ ⌂≥─ ╩ ≤⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ừ ─ │⁸⇔∫⅛╡ ╩ ∫≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ừꜞכ♄כ│ ╩ ∫≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

Ҳș ǞǭƲǉȒǋǶ ὡɚɧɱɄȡȠȹɱȽɶǲǫǋǭƲ

Ǜ șǑ ǒǢǖǧǜǋƳ˹ ♥ǵȹɱȽɶ ᵣǲ ǜǢǭǋ

ǦǧǔȅǠƳ 

š ϼŢ ʤ ⁸ ὡ  

（083 －△△△－△△△△） 
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ᵓ  

6 ☻Ҋ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ╛ⱳ▬fi♩ 

 

様 式 類  ẽ  

事務用品  ẽ   ẽⱴ☺♇◒  ẽⱲכꜟⱭfi 

  ẽⱦ♬כ♥ꜟכⱪ ╛ ≈  

 そ の 他   ẽ   ẽ∕─  

  

  

 

ᵑⱲꜝfi♥▫▪╟╡ ╩ ↑≤╢⁹ 

ᵒ ╩ ⇔⁸ ╩ ∆⁹ ⅜№╢ │ ⌐ 

 ╖ ╗⁹ 

ᵓⱲꜝfi♥▫▪⌐ ╩ ⇔⁸ ⌐≈™≡ ∆╢⁹ 

 

≪ 活 動 終 了 後 ≫ 

ᵔ ╩╙≤⌐⁸ ╛ ─ ╩ ℮⁹ 

ᵕ ╣⅜№╢ │⁸ ╩ ™⁸ ⌐ ∆⁹ 

ᵖ ┼─ ⁸ ⌐≈™≡ ⇔⁸ ⌐ ∂≡ ┼ ∆╢⁹ 

 

ủⱲꜝfi♥▫▪─ ⁸ ─ │₈™∫≡╠∫⇔╚

™⁹₉₈⅔ ╣↕╕≢⇔√⁹₉≤ ≢ ╩∆╢⁹ 

ủⱲꜝfi♥▫▪⅜ ⇔√ ⅜ ∆╢↓≤⅜№╢─≢⁸

⌐ ╩≈↑≡⅔ↄ≤╟™⁹ 

ủ ─ ⌐≈™≡│⁸ ≤ ⇔ ∆╢⁹ 
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ᵔ  

7 ☻Ҋ  

 

8 ʝ  ͈  

Ї   
 

  

 

Ї 
   

1 ủủ  ẽẽ ẽẽ      

2 ỏỏ  ủủ ủủ      

3 ủủ  ỏỏ ỏ      

        

 

 ╛ⱳ▬fi♩ 

 

送迎用車両   ẽ  

事 務 用 品   ẽ   ẽⱴ☺♇◒  ẽⱲכꜟⱭfi 

 掲 示 物   ẽ ⁸  

        ẽ  

  

  

 

ᵑⱴ♇♅fi◓ה ╡ ⇔ ╟╡ ╩ ↑⁸ ╛ ⁸ ╖

╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ≤ ╩ ⇔⁸ ⇔≡™╢ ⌐ ╩ ╢⁹ 

ᵓⱲꜝfi♥▫▪╩ ┼ ⇔⁸ ─ ╖ ⇔⅜⌂™⅛╩

⇔⁸ ┼ ∆╢⁹ 

ᵔ ⁸Ⱳꜝfi♥▫▪≤ ╩⅔╤⇔≡⁸ ⅎ─ ≤

╩ ⅎ╢⁹ 

ᵕ☿fi♃כ ⁸ ⅛╠ ╩│⅜∆⁹ 

 

≪ 活 動 終 了 後 ≫ 

ᵖ ╩ ⅎ√◓ꜟכⱪ╩ ⅎ⌐ ↄ⁹ 

ᵗ ─ ┘ ⁹ 

 

ủⱲꜝfi♥▫▪⌐₈™∫≡╠∫⇔╚™⁹₉₈⅔ ╣↕╕≢⇔√⁹₉≤ ≢

╩∆╢⁹ 

ủ ─ ⌐ ⇔™ ─ ⅜ ⁹ 

ủ ⌐ⱴ♇♅fi◓ה ╡ ⇔ ≤ ╩≤╡⁸ ⌂ ─ ╛

─ ⌂≥╩ ⇔≡⅔ↄ≤╟™⁹ 

ủ ╛ ─ ⌐≈™≡│⁸ ≤ ⇔ ∆╢⁹ 

ủ ╘ ─ ⌐ ╘╢⁹ 

ủ ─ ╩↓╕╘⌐ ℮⁹ 

ủ ╛ ─♩ꜝⱩꜟ⌐ ⅎ⁸ ╩ ⌐ ⇔≡⅔ↄ⁹ 



 

31 

 

ᵕ ה  

9 ☻Ҋ  

 

 

 

 

 ╛ⱳ▬fi♩ 

 

事務用品    ẽ ⱡכ♩   ẽⱲכꜟⱭfi 

掲 示 物  ẽ₈ ה ₉   ẽ ┘⅛↑  

器 具 類  ẽ   ẽ ⁸   ẽ℮⅜™  

      ẽ℮⅜™ ◖♇ⱪ  ẽ   ẽ ™  

      ẽ ẽ  ꜟכ◖ꜟ▪   ẽ♃○ꜟ  

そ の 他  ẽ  

       

  

  

 

≪ 救 護 関 係 ≫ 

ᵑ ╕√│ⱤⱠꜟ ≢ ╠╣√ ⌐⁸ ⌐⌂╣╢ ╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ⌐ ∟ ╣╢╟℮⌐ ∆╢≤≤╙⌐⁸ ╩ ┘ ↑╢

╩ ℮⁹ 

ᵓ ╛ ⌐ ╩ ™⁸ ┼ ∆╢⁹ 

ה  ⌐≈™≡│⁸ ╩⇔⁸ ⌐≈™≡ ╩ ™⁸ 

  ⌐╟∫≡ ≢─ ╩ ╘╢⁹ 

ᵔ ⅜ ⌂ │⁸ ⇔⁸ ⌐ ∆╢⁹ 

 

≪ 衛 生 関 係 ≫ 

ᵑ☿fi♃כ ╡ ⌐₈℮⅜™₉⁸₈ ™₉⁸₈ ™₉ ╩ ∆

╢⁹ 

ᵒ ⅛↑⁸ ⌐╟╡⁸ ─ ╩ ╢⁹ 

 

 

≪ 救 護 関 係 ≫ 

ủ ™≡™╢ │≢⅝╢∞↑ ╩ ⇔⌂⅜╠⁸Ⱳꜝfi♥▫▪⌐

╩ ╘√╡⁸ ╛◔●⅜ ™⅛ ╩ ┘⅛↑╢⁹ 

ủ ≤ ⇔⁸ ╩ ∆╢⁹ 

 

≪ 衛 生 関 係 ≫ 

ủⱲꜝfi♥▫▪⌐₈⅔ ╣↕╕≢⇔√⁹₉≤ ≢ ⇔⁸ ╩ ╘

√╡⁸ ╛◔●⅜ ™⅛ ╩ ┘⅛↑⁸ ⌐╟╡ ┼≈⌂←⁹ 

ủ ⌐╟╡⁸ ─ ╩ ∆╢⁹ 
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2  ─  

ᵑ ♬כ☼  

☼כ♬ │⁸ ╛ ☼כ♬╢╟⌐ ╩ ↑⁸ ⌐ ∂≡

─√╘ ⌐ ↄ⁹ ⌐╟∫≡│⁸Ⱳꜝfi♥▫▪ ╩√╘

╠℮ ⌐☼כ♬╛ ⅛⌂™ ╙™╢↓≤╩ ⌐⅔⅝⁸ ה

╛ ⁸ ─ ─ ╩ ↄ ⇔≡⁸ ─☼כ♬√╣

⌐ ╘╢⁹ 

 

10  ☻Ҋ  

 

 ╛ⱳ▬fi♩ 

 

様 式 類    ẽ♬כ☼ 5    

事務用品   ẽⱲכꜟⱭfi   ẽ ⱴכ◌כ  ẽ ⱴ☺♇◒ 

      ẽ   ẽ   ẽ ⱡכ♩ 

      ẽ♦☺♃ꜟ◌ⱷꜝ  ẽⱤ♁◖fi  ẽⱪꜞfi♃כ 

電話関係  ẽ   ẽ ⁸  

そ の 他  ẽ ⁸  ẽ   

      ẽ   ẽ  

       

  

  

 

ᵑ ╩כ♫כ◖ ⇔⁸ ─ ╣ ╩ ⅎ╢⁹ 

ה  ╩ ☼כ♬⁸⇔ ─ ⅜≈⌂⅜╡╛∆™ 

  ⌐∆╢⁹ 

ᵒ ⁸╕√│ ↕╣╢ ☼כ♬╠⅛ ╩☼כ♬≡∫⧵⌐ ⅝

╢⁹ 

ה  ⌂Ⱳꜝfi♥▫▪─ ╛ ⁸ ╙╦⅛╠⌂™─⅜

⌂─≢⁸ ⌂ ╡ ⌐ ↄ⁹ 

ᵓ♬כ☼ ╩ ⇔⁸ ─ ╛ ─ ╩ ⇔≡⁸ 

ⱴ♇♅fi◓ה ╡ ⇔ ⌐ ∆⁹ 

 

 

ủ ╩☼כ♬⌐ ╠⌂™≢⁸ ⌐ ╩ ⅝⁸ ─ ╩ ⇔

√╡⁸ ╩ ℮⌂≥⇔≡⁸ ⌐ ╡ ℮ ≢ ∆╢⁹ 

ủ ⌐ ╩ ⇔⁸ ─ ╩☼כ♬™ ∆╢⁹ 

ủ ╩ ℮ │⁸≢⅝╢∞↑ ─ ה ╛

⌂≥⌐ ╩⅔ ™∆╢⁹ 

ủ ─ ≤ ⅜ ℮↓≤⅜№╢─≢ ∆╢⁹ 

ủ ─ ↄ⌐Ⱳꜝfi♥▫▪⅜ ≢⅝╢♩▬꜠⅜№╢⅛╩ ∆

╢⁹ ⁸ ⁸⅔  

ủ₈ ₉≢ ⁸╙☼כ♬√∫№⅜ ┼─ ╩ ℮⁹ 
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ᵒ  

 │ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ⌂ ╩ ™⁸№╠╝╢

╩ ה ⇔⌂⅜╠⁸ ☿fi♃כ ╩ ∆╢⁹ 

╕√⁸ ╛ ה ─ ↑⁸ ⅛╠─ ™ ╦∑─

╩ ℮⁹ 

 

11  ҵ ☻Ҋ  

 ╛ⱳ▬fi♩ 

 

様 式 類    ẽ ה  1   

事務用品   ẽⱲכꜟⱭfi   ẽ ⱴכ◌כ  ẽ ⱴ☺♇◒ 

      ẽ   ẽ   ẽ ⱡכ♩ 

電話関係  ẽ   ẽ ⁸  

そ の 他  ẽ☿fi♃כ   ẽ☿fi♃כ꜠▬▪►♩  

      ẽ ⁸    

      ẽ♬⁸☼כⱲꜝfi♥▫▪  

      ẽ 8  

  ẽ 9  

ẽ ⁸  ẽ   

      ẽ   ẽ  

      ẽ∕─  

       

  

  

 

  │ ─ ≤ ⌂╡⁸☿fi♃כ ╛ ─√╘─ ⁸ ╛

⅛╠─ ╙№╢↓≤⅛╠⁸ ─ ╣⅜ ≢⅝⌂™ ⅜

№╢─≢ ⌂ ─╖ ∆╢⁹ 

 

ᵑ ─ⱨ♇♃☻╛כ♄כꜞ─ ╩ ⇔√ ╩ ה ∆╢⁹ 

ה  ₁☻♃♇ⱨ⅜ ╦╢√╘⁸ ⌐ ╩ ╡≈↑╢ 

ᵒ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ⌐ ∆╢  

ⱦ╛ꜝ☺○⁸꜠♥ה  ╛ ⱨꜞכⱭכⱤכ ╩ ⇔⁸ 

  ╛Ⱳꜝfi♥▫▪ ┼☿fi♃כ ╛Ⱳꜝfi♥▫▪  

─ ╩ ℮⁹ 

ᵓ ╩ ☼כ♬⁸╘√╢∆ ╛Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ ╩

ה ∆╢⁹ 

ᵔ ─ ╩ ⇔⁸Ⱶכ♥▫fi◓ ╩ ⇔≡ ∆╢⁹ 

ה  ╘  

ה   

ה  ⁸ ┘ ⌐╟╢  

ᵕ ⁸ ─ ╩ ⇔⁸ ∆╢⁹ 
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ᵖⱵכ♥▫fi◓─ ☻♃♇ⱨ⁸ꜞכ♄כ  

ה  ─Ⱶכ♥▫fi◓│ ╛ ─  

ה  ─Ⱶכ♥▫fi◓│ ╛ ה ─ ⁸ ─ ─  

ᵗ ⁸ ≤─  

ᵘ ( ) ─  

ᵙ ─  

ᵚ ⁸ ─ ↑ ┘  

ᵛ Ⱳꜝfi♥▫▪  

ᵜ☿fi♃כ ╛Ⱳꜝfi♥▫▪ ⱷ♬ꜙכ─  

ᵝ ≢ ⅜≈⅛⌂™↓≤┼─  

 

 

ủ ─ ╩ ∆╢⁹ 

ủ ₁⌂ ╩ ⁸ ⇔ ⌐ ∆╢↓≤╩ ⅜↑╢⁹ 

ủ ⌐ ≢⅝╢☻♃♇ⱨ│ ╠╣╢√╘⁸☻♃♇ⱨ⅜ ∫≡╙ ≢

⅝╢╟℮ ─ ╩ ⇔≡⅔ↄ⁹ 

ủ☿fi♃כ┼─ ╙ ↕╣╢⁹ 
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ᵓ הⱠ♇♩  

11  PC ☻Ҋ  

 

7.  Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─  

1  ─  

→─ ─ ⌐⁸ ╕⅛⌂ ╩ ⇔≡⅔ↄ⁹ ⌐ ╩

∆╢ ⌐│⁸ ─ ╛ ⁸ ⁸ ≤ ⌐ ╩

╡⌂⅜╠ ╩ ╘╢ ⅜№╢⁹ 

 

     ─  

⅜☼כ♬─ ה ⌐☼כ♬⌂ ⇔≡™╢⁹ 

─ ה ה ─ ⅜ ∆╢⁹ 

╩ ה ≤∆╢ ⌐ ⇔⅜ ≈⁹ 

─כ♃Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi ה │⁸ ─ ⌐╙╟╢⅜⁸

─ │ ⁸ │ ﬞ ⅜ ≤⌂╢⁹ 

   

 

 

 

 

 ╛ⱳ▬fi♩ 

 
事務用品   ẽ    ẽ♦☺♃ꜟ◌ⱷꜝ  ẽⱦ♦○◌ⱷꜝ 

  ẽⱠ♇♩  

  

  

 

ᵑ ⱱכⱶⱭכ☺ ╛Ⱪ꜡◓⁸ⱨ▼▬☻Ⱪ♇◒ ╩ ⁸  

ה  Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ─ ╩ ∆╢⁹ 

ᵒⱲꜝfi♥▫▪─ ╩  

ה  ╛ ☼כ♬⁸  

ᵓ ╛Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ ╩  

ᵔ ☼כ♬⌐ ╛Ⱳꜝfi♥▫▪ ╩ ⇔⁸ ∆╢ 

ᵕ ─Ⱶכ♥▫fi◓≢ ╩ ⇔⁸ ∆╢ 

ᵖⱷכꜟ⌐╟╢ ™ ╦∑─  

ה  ⌐ ∂≡ ≤ ∆╢ 

 

ủ ╩ ∆╢ │⁸ │╙∟╤╪⁸Ⱳꜝfi♥▫▪⌐ ⇔≡╙

∏ ≤ ─ ╩≤╢ 

ủ ╛ ─ ╩ꜟכꜟ⌂ ∆╢⁹ 

ủ ─ ╩ ℮ │⁸ ⌐ ╕╢╕≢ ╩ ∆╢⁹ 
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2  ─  

⅜ ⇔√╠⁸ ─ ╙ ∑≡⁸ ╛ Ⱳꜝfi♥▫▪

☿fi♃כ─ⱱכⱶⱭ⁸☺כⱩ꜡◓⁸ⱨ▼▬☻Ⱪ♇◒ ╩ ⇔≡ ⁸Ⱳꜝfi

♥▫▪⁸ ┼─ ⌐ ╘╢⁹ 

╕√⁸ ≤⌂╢↓≤≢⁸ ⌐ ╩ ⅎ╢↓≤─⌂™╟℮⌐ ⌐

∆╢⁹ 

 

3  ─  

    ╩ ⅎ≡⌂™♬כ☼╩ ⇔⁸ ⌂ ≢ ⇔√╡⁸ ☿ 

fi♃כ ╩ ⇔√ │⁸ ╩ ⅝ ←⁹ 

 

 

ᵑ  ─ ╩ ™⁸ ╩ ∆╢⁹ 

ᵒ  ╩ ⇔⁸ ╛ ╩ ⌐⇔⁸ ─ ─ ≤⇔≡ ⅛∑ 

 ╢╟℮ ╩ ∆╢⁹ 

      ᵓ Ⱳꜝfi♥▫▪╛ ה ┼ ╩ ∆╢⁹ 
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 第 4 章 平常時の取組  

 

1.  ⌐ ⅎ≡ 

1  ─  

ᵑ ≢─  

       ⌐ ⅎ⁸ ⅛╠ ≢ ⇔ ∫≡⅔ↄ↓≤│ ≢№╢⁹

⌐ ╩ ⇔⁸ ─ ╛ ⌂≥₈ ─╦⅜ ─

╩₉ꜟכꜟ ∆╢⁹ 

 

      ≢ ⇔ ∫≡⅔ↄ═⅝↓≤  

╛ⱴ♇ⱪ♪כ◙Ɫה        ⅛╠⁸ ─ ╗ ─ ꜞ☻◒╩  

ה        ─ ─ ⁸ ⌂ ─  

ה        ╛ ┼─ ╩⁸ ≤ ⁸∕╣∙╣ ⌐ ↄ 

ה        ╛ ⁸ ⌂≥─ ─  

ה        ∟ ⇔ ─ ⌐╟∫≡ ⅜ ╦╢  

ה        ─  

 

ᵒ ∟ ⇔  

            ─ ⅎ≤⇔≡─ ∟ ⇔ ⌐≈™≡│⁸ ₁⌂ ◓♇☼⅜

⅝ ≢╙ ↕╣≡™╢⅜⁸ ⌐ ∆╢⁹ 

 

1 ₡ ї ᴜ͈  

  ∟ ⇔  

 ⁸ ⁸ ⁸ ⁸  

╡ ⁸╤℮∕ↄ⁸ꜝ▬♃כ 

 ⁸ ⁸Ⱬꜟⱷ♇♩⁸ ⁸ 

 
⁸▬fi☻♃fi♩ ⁸ ⁸ ⁸

╡┌⇔⁸ ⅝⁸ ♫▬ⱨ⁸ꜝ♇ⱪ 

↕  

↕  

⁸ ⁸♩כ◦כꜙ◐☻꜠⁸ ⁸♃○ꜟ⁸

♃○ꜟ⁸◌▬꜡⁸  

∕ ─  
♫♇ⱪ◘♇◒⁸ꜝ☺○⁸ ⁸ ⁸ⱦ♬כ

ꜟ ⁸ ⁸ⱦ♬כ◦ꜟכ♩ 

      β∆═≡╩ ∫≡ ↑⌂™↓≤╙ ⅎ╠╣╢─≢⁸ ⅛╠ ≢╟ↄ 

⇔ ∫≡⅔ↄ↓≤⅜ ≢№╢⁹ 
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2  ─  

 ⌐│ ∞↑≢⌂ↄ⁸ ≢─ ⅛↑╛ ⅜ ⌂↓≤⅛

╠⁸ ∞↑≢⌂ↄ ≢─ ╙ ≤⌂╢⁹ ⌐│⁸ ╛

⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ⌂≥⁸ ⌐╙ ∆╢

₁⌂ ⅜№╢⁹∕╣∙╣─ ⅜⁸ ≢∕─ ╩ ™⌂⅜╠

╩ ∫≡™╢⅜⁸ ⌐℮╕ↄ ⇔≡™ↄ√╘⌐│⁸ ⅛╠Ⱡ♇♩꞉כ

◒╩ ⇔√╡⁸∕╣∙╣─ ╩ ∆╢ ─ ╙ ⌐⌂╢⁹ ∑

≡⁸ ─ ╩ ╘╢℮ⅎ≢⁸ ╙ ⌂₈ ─ ⅎ╢ ≠ↄ╡₉╩ ╘╢

↓≤╙ ≢№╢⁹ 

 

2.  ─Ⱡ♇♩꞉כ◒╩ ⅛⇔≡ 

1  ╡Ⱡ♇♩꞉כ◒─  

 ≢│⁸ ╛ ╩ ⌐ ╡Ⱡ♇♩꞉כ◒─

╛ ⅎ ™ ─ ⌐ ╡ ╪≢™╢⅜⁸ ⁸↕╠⌐ ⌐ ∂√⅝╘─

⅛™ ╩ ∆╢↓≤⅜⁸ ≢─ ╛ ─ ⅛↑⁸ ─ ↑

™┼≤≈⌂⅜╢↓≤⌐⌂╢⁹ 

 ╕√⁸ ─ ה ╩ ⁸≡⇔≥ꜟכ♠─≈ ╙⅜ ⇔≡ ╠∑╢

≠ↄ╡╩ ╘╢↓≤╙ ⅎ╠╣╢⁹ 

 

2  ─  

 ─ ╛ ⌐╟∫≡│⁸ ─╒≤╪≥⅜ ≤⌂╡⁸ ╩ ≤

∆╢↓≤╙ ⇔⁸ ≤ ⅛╠ ╩ ™≡⅔ↄ↓≤⅜

≢№╢⁹ 

    2 ͜  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ה  

Ⱳꜝfi♥▫▪ ה  

 

ה  

 

☿fi♃כ 

─ ☿fi♃כ  

ה  

ה  
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3.  ─  

1  ╛ ≤─  

 ⌐ ⅎ⁸ ⌐ ₁⌂ ╛ ≤ ╩ ⇔≡⅔ↄ↓≤│

≢№╡ ─ ≢№╢⁹ ╛ ⅜∕╣∙╣─ ╩ ⅛⇔√ ⅜

ⅎ╢ ╩ ∆╢↓≤⅜ ╕╣╢⁹ 

3 ♅ ̔ ↄ ͈ 

ה ─  ↕╣╢  

 ─ Ⱳꜝfi♥▫▪  

 ╛○Ɑ꜠כ♃כ⌐╟╢  

ⱱכⱶ☿fi♃כ 

─  

Ⱳꜝfi♥▫▪ ( ) ─  

Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ─  

╛ כⱤכ☻ ─  

꜠fi♃◌כ  
Ⱳꜝfi♥▫▪ ─  

Ⱳꜝfi♥▫▪ ( ) ─  

●♁ꜞfi☻♃fi♪ 
─  

─  

 

┼─  

Ⱳꜝfi♥▫▪┼─  

Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ☻♃♇ⱨ┼─  

ⱨꜟ◗ה  

┼─  

Ⱳꜝfi♥▫▪┼─  

Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ☻♃♇ⱨ┼  

 

2  ≤─  

 │ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ⌐ ⇔≡™╢ ╛ ⌐ ╠∏⁸ ≢│

⌐ ╛ꜟ◒כ◘√⇔ ╙№╡⁸ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ ─ⱴ

fiⱤ꞉כ≤⇔≡╙⅔⅔™⌐ ≢⅝╢↓≤⅛╠⁸ ⅛╠ ╩ ╢↓≤⅜

≢№╢⁹ 

 

3  Ⱳꜝfi♥▫▪ ─ ה  

      ⁸ ≢╙ ─╟℮⌐ ⌐╟╢ ⅜ ⇔≡⅔╡⁸ ⌐ 

≈™≡─ │ ╕╡≈≈№╢⁹∕─ ≢⁸ ─ Ⱳꜝfi♥▫▪

⌐≈™≡│∕─ ╛ ⅜№╕╡ ╠╣≡™⌂™⁹ Ⱳꜝfi♥▫▪ │

⌂ ⅜ ⌂╙─≢│⌂ↄ⁸₈ ─√╘⌐ ─≢⅝╢↓≤╩⇔√

™₉≤™℮ ™╩ ⌐ ∆≤™℮ ╙⅜≢⅝╢ ≢№╢↓≤╩ ∫≡╙╠℮

⅜№╢⁹ 
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      ↓℮⇔√ Ⱳꜝfi♥▫▪⌐≈™≡ ╩ ╢≤≤╙⌐⁸ ╛ⱡ►Ɫ►⅜

⇔⌂™╟℮⌐⁸ ⅛╠ Ⱳꜝfi♥▫▪╛ꜞ⁸כ♄כ Ⱳꜝfi♥▫▪☿

fi♃כ ☻♃♇ⱨ ─ ╙ ≢№╢⁹ 

      ⇔⅛⇔⌂⅜╠⁸ ─ ⅜⌂↑╣┌⁸ ⅜√≈⌐≈╣⁸ ─ ™⅜ ╣⁸

╛⅜≡│ ┼─ ה ⅜⌂ↄ⌂∫≡⇔╕℮ ⅜№╢⁹∕─√╘⁸

⌂ ╛ ⁸ ⁸ ─ ╩ ⇔≡™⅛⌂↑╣┌⌂╠⌂

™⁹ 
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ה   
対応者：               

日 時：   月   日  ：    

問い合

わせ者 

 □地域住民   □ボランティア   □マスコミ   □関係機関・団体 

 □その他（                              ） 

[氏名（所属）]  

 

                                    

 

[住 所]  〒   -  

                                     

TEL （   ）   －      FAX （   ）  －    

携帯（   ）   － 

種 別 

ẽ 生活上の相談 

ẽ ボランティアしたい 

ẽ 炊出し・訪問・イベント等の申し入れ 

ẽ 物品の供与 

ẽ 取 材 

ẽ 苦 情 

ẽ その他（                           ） 

主 た る 内 容 

 

 

処 理 

状 況 

ẽ 回答・完結 

ẽ 担当者（          ）へ伝達 → □  回答・完結 

ẽ 関係機関（         ）を紹介 → □  回答・完結 

ẽ その他[                              ]  

[対応の詳細]  

下関市災害ボランティアセンター 1  
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Ⱳꜝfi♥▫▪ ₒ ₓ 

受 付 番 号  

受付年月日  年  月  日 

受 付 者  

最低限、太枠内は記入してください。 

ふりがな  性別  男 ・ 女  年齢      歳 

氏  名 
 

生年月日  

 

住  所 

 

〒   -  

 

 

電話  

FAX   

携帯  

連 絡 先 
（未成年者の場合） 

 

学 校 名  勤 務 先  

 

連 絡 先 

 

〒 

 

TEL                    FAX  

血 液 型 
 □ＲＨ－  □ＲＨ＋ 

    □Ａ   □Ｂ   □ＡＢ   □Ｏ 

免許・資格・趣味・ 

特技・得意なこと 
 

同行ボランティアの名前  

活 動 希 望 期 間     月   日 ～    月   日 

ボランティア経験  □経験あり（活動内容：            ） □経験なし 

希望する活動内容 ※活動に活用できるような機器を持参されている場合は、その機器名・数量も記載ください。 

 

活 動 保 険 の 加 入  □加入済み（保険の種類：Ａ Ｂ 天災Ａ 天災Ｂ） □未加入 

活  動  証  明  書   □要（□書式あり  □書式なし）  □不要 

交 通 手 段  □自家用車（ﾅﾝﾊﾞｰ       ）  □公共交通機関 

ここに掲載されている個人情報については、本人の許可なく、災害ボランティアセンターに関する

業務およびボランティア活動保険に関する業務以外に利用いたしません。また、第三者に提供する

こともいたしません。 

下関市災害ボランティアセンター 2  
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β ╕≢⌐ ⌐≡↔ ↄ∞↕™⁹ 

Ⱳꜝfi♥▫▪ ₒ ₓ 

受 付 番 号  

受付年月日  年  月  日 

受 付 者  

団 体 名  

代 表 者 

氏  名 
 

代 表 者 

住 所 

〒 電話  

FAX   

携帯  

活  動  日 平成   年   月   日（   ） 

連 絡 方 法 

留 意 点 

※連絡を入れる場合に留意する点があれば記入ください。 

 

団 体 人 数  総数    名（男：    名   女：    名） 

希 望 活 動 ※活動に活用できるような機器を持参されている場合は、その機器名・数量も記載ください。 

 

 

 

 

 

 

登 録 者 

名 簿 

 

 

 

 

 

氏   名 性 別 年 齢 資格・免許 活動保険 

    済 ・ 未 

    済 ・ 未 

    済 ・ 未 

    済 ・ 未 

    済 ・ 未 

    済 ・ 未 

    済 ・ 未 

    済 ・ 未 

    済 ・ 未 

    済 ・ 未 

    済 ・ 未 

    済 ・ 未 
 

特 記 事 項  

自家用車控え 
※車種及びナンバーを記載ください。複数台の場合は、各車記載ください。 

ここに掲載されている個人情報については、本人の許可なく、災害ボランティアセンターに関する

業務およびボランティア活動保険に関する業務以外に利用いたしません。また、第三者に提供する

こともいたしません。 

下関市災害ボランティアセンター 

ỏỏỏ ẼẼẼẼ 
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Ⱳꜝfi♥▫▪  
 

       

 

               

 

Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ 

                 ☿fi♃כ             

 

 

№⌂√ │ Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃⁸≡™⅔⌐כ 

Ⱳꜝfi♥▫▪≤⇔≡ ⇔√↓≤╩ ⇔╕∆⁹ 

 

 

 

 

 

1.                           

2.                  

3.    Ⱳꜝfi♥▫▪  
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活動の経過 

・完  了(  /   ) 

・継  続(  /   ) 

・未 実 施(  /   ) 

・対応不可(  /   ) 

 ニ ー ズ  受 付 番 号  

ニ ー ズ  受  付  日   月  日     時  分 

ニ ー ズ  受  付  者  

コーディネーター名 
※ニーズ受付者と異なる場合に記入 

 

    ☼ כ ♬
相談者：本人・行政・自治会長・民生児童委員・福祉員・その他（氏名：     ／電話：     ） 

（ふりがな） 

依頼者名 

 

 

 

住 所  

電 話  

非常用  

 

依頼内容 

 

 

※作業する現場の広さが分かれば記入してください。(坪、㎡、畳等) 

※場所が住所と異なる場合は記載してください。 

必要人員 名 必要備品・資格  

他機関へ依頼 依頼先：                 （担当者：        ） 

 

備  考 

 

 

 

※駐車場：      （   台） ※トイレ              

ボランティア派遣の状況（活動人数    名） 

 ○リ ー ダ ー 名：             （携帯：   －     －      ） 

 ○副リーダー名：             （携帯：   －     －      ） 

 

ボランティア活動報告書 

活動の状況及び引継ぎ事項 

□ 完 了   □ 継 続  

□ その他（                    ） 

 

 

気付き・問題点 

 

活動開始時間    時   分 活動終了時間     時    分 

記録者名  

 下関市災害ボランティアセンター  （〇〇〇）△△△―ᵟᵟᵟ  δ

下関市災害ボランティアセンター 5  
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    ☼ כ ♬

【ニーズ再確認用】 

確認日 担当者 内 容 

 

 

 月  日 

（  ） 

 

 

  

 

 

 月  日 

（  ） 

 

 

  

 

 

 月  日 

（  ） 

 

 

  

 

 

 月  日 

（  ） 

 

 

  

 

 

 月  日 

（  ） 
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☼כ♬ ה  
平成  年  月  日現在 

受付 

番号 
受付日 地区名 ニーズ内容 受付者 

対応 

状況 

対応 

期日 

時間帯 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

ﾘｰﾀﾞｰ名 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

人数 

ニーズ

再確認 

(担当) 

 /   
   /    /  

 /   
   /    /  

 /   
   /    /  

 /   
   /    /  

 /   
   /    /  

 /   
   /    /  

 /   
   /    /  

 /   
   /    /  

 /   
   /    /  

 /   
   /    /  

6  下関市災害ボランティアセンター 
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ニ ー ズ N o .：            

                                   記 入 者：                       

返却チェック者：            

活動先 
  

リーダ 

氏 名 

 

 

（TEL ：           ） 

必  要  資  機  材 

貸 出 機 材（個数も記入） 返却チェック 

○ 角スコップ     （大     個、 小      個） □ 

○ 剣スコップ     （大     個、 小      個） □ 

○ 土のう袋      （      枚） □ 

○ ブルーシート    （      枚） □ 

○ 一輪車       （      台） □ 

○ バケツ       （      個） □ 

○           （       ） □ 

○           （       ） □ 

○           （       ） □ 

○           （       ） □ 

○           （       ） □ 

○           （       ） □ 

○           （       ） □ 

気  付  き  等（資機材の状況や他に必要な資機材等） 

 

 

 

 

 

 

下関市災害ボランティアセンター 
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No. 受付日 寄付者名 寄付者住所 金額 礼状 備考 

 ủ ủ ủủ  ủủ ủủ 1-2-3 100,000  ủ  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

8  下関市災害ボランティアセンター 
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No. 受付日 寄付者名 寄付者住所 物品名 数 礼状 備考 

 ủ ủ ẽẽ  ủủ ủủ1-2-3   ủ  

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16  
       

17  
       

18  
       

19  
       

20  
       

9  下関市災害ボランティアセンター 
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ₒ ─ ₓ 

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                  Ⱳꜝfi♥▫▪☿fi♃כ 
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山口県社協が設置するストックヤード 

ᴜ  
 

 
     

Ḍʝ  50 10 12 13 5 10 

Ẏ 101 20 25 26 10 20 

ᾛ 75 15 18 19 8 15 

҂ Ẏ 100 20 25 25 10 20 

҂ ᾛ 75 15 18 19 8 15 

 75 15 18 19 8 15 

 10L 75 15 18 19 8 15 

Ẏ  51 10 12 13 5 11 

 60L 25 5 6 6 3 5 

45 75  30 6 7 8 3 6 

3,6m 5,4m  25 5 6 6 3 5 

ᶽᶓ 50P  200 40 50 50 20 40 

 75 15 18 19 8 15 

  75 15 18 19 8 15 

20  ̂  10 2 2 3 1 2 

ᶿ  4 
1 

 
1 1 1 1 

 75 15 18 19 8 15 

 50 10 12 13 5 10 

 33  50 10 12 13 5 10 

 50 10 12 13 5 10 

ᾛ 75 15 18 19 8 15 

10L  78 15 18 19 8 18 

 20m 10 2 2 3 1 2 

300  6  15 3 3 4 2 3 

6L  50 10 12 13 5 10 

70L  16 3 3 5 2 3 

90L  15 3 3 4 2 3 

 2 2 0 0 0 0 

DK  DK574 5 1 1 1 1 1 

M&M Ͻᶅ 10 2 2 3 1 2 

 5 0 0 5 0 0 

      1,552 309 370 399 162 312 



 

 

 


